
議第６２号 

   呉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 呉市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   呉市手数料条例の一部を改正する条例 

 呉市手数料条例（平成１２年呉市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

別表第７第１３項中「３７，０００円」を「３３，９００円」に改め，同表第１

４項中「１７，０００円」を「１５，０００円」に改める。 

   付 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い，砂利採取計画の認

可等に係る審査手数料の額の改定をするため，この条例案を提出する。 


